
1/6【県事業】

案件
番号

再評価
の

実施
理由

箇　　所　　名
(路線・河川・地区名)

事　　業　　名
事業箇所

事業
採択
年度

　全体延長
(ｈａ・km)

全体事業費
(百万円)

事業期間

委員会
諮問時の
対応方針

委員会
の

意見等

事業主体
の

対応方針等

事業
所管課

国道168号

2 本宮道路 田辺市 H11 ３．７㎞ 12,000 H11～H24 道路建設課

道路改築事業

国道370号

3 美里バイパス 紀美野町 H11 ４．１㎞ 6,000 H11～H25 道路建設課

道路改築事業

国道371号

4 橋本バイパス 橋本市 H 1 ５．５㎞ 32,000 H元～H25 道路建設課

道路改築事業

国道424号

5 南部川谷拡幅 みなべ町 H 1 ５．１㎞ 10,000 H元～H23 道路建設課

道路改築事業

主要地方道

6 吉備金屋線 有田川町 H11 ４．７㎞ 11,200 H11～H25 道路建設課

道路改築事業

10年間
経過
継続

10年間
経過
継続

妥当である。

妥当である。

そのまま
継続

そのまま
継続

再々々
評価

再々々
評価

10年間
経過
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

妥当である。

妥当である。

妥当である。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

平成２０年度　和歌山県公共事業再評価結果一覧表
別紙

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。



2/6【県事業】

案件
番号

再評価
の

実施
理由

箇　　所　　名
(路線・河川・地区名)

事　　業　　名
事業箇所

事業
採択
年度

　全体延長
(ｈａ・km)

全体事業費
(百万円)

事業期間

委員会
諮問時の
対応方針

委員会
の

意見等

事業主体
の

対応方針等

事業
所管課

平成２０年度　和歌山県公共事業再評価結果一覧表
別紙

一般県道

7 奥佐々阪井線 紀美野町 H 6 ３．６㎞ 6,168 H 6～H24 道路建設課

半島振興道路整備事業

10 森林居住環境整備事業 H 2 ５０．７㎞ 9,680 H 2～H23 道路建設課

林道　白馬線

11 森林居住環境整備事業 古座川町 S62 １４．２㎞ 3,157 S62～H20 道路建設課

林道　松根小森川線

12 有田川 有田市 S57 １５．０㎞ 16,200 S57～H29 河川課

広域基幹河川改修事業 有田川町

13 日高川 御坊市 S56 日高川７．５㎞ 11,780 S56～H25 河川課

広域基幹河川改修事業 日高川町 西川７．６㎞

再々々
評価

再々々
評価

再々
評価

再々々
評価

再々々
評価

そのまま
継続

見直しの
上完了

そのまま
継続

そのまま
継続

広川町、有田
川町、日高川
町、田辺市

そのまま
継続

妥当である。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

そのまま継続。

そのまま継続。

見直しの上完了。

そのまま継続。

そのまま継続。

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。



3/6【県事業】

案件
番号

再評価
の

実施
理由

箇　　所　　名
(路線・河川・地区名)

事　　業　　名
事業箇所

事業
採択
年度

　全体延長
(ｈａ・km)

全体事業費
(百万円)

事業期間

委員会
諮問時の
対応方針

委員会
の

意見等

事業主体
の

対応方針等

事業
所管課

平成２０年度　和歌山県公共事業再評価結果一覧表
別紙

14 左会津川 田辺市 H15 ２．０㎞ 2,010 H15～H35 河川課

広域基幹河川改修事業 (S30) (S30)

15 橋本川 橋本市 S48 １．９㎞ 9,520 S48～H30 河川課

総合流域防災事業

16 春日川 岩出市 S59 ３．８㎞ 4,680 S59～H30 河川課

総合流域防災事業 紀の川市

17 住吉川 岩出市 H 6 ４．４㎞ 8,130 H 6～H40 河川課

総合流域防災事業

18 亀の川 和歌山市 S40 ４．８㎞ 9,600 S40～H35 河川課

総合流域防災事業 海南市

再々々
評価

再々々
評価

再々々
評価

再々
評価

再々々
評価

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

妥当である。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。



4/6【県事業】

案件
番号

再評価
の

実施
理由

箇　　所　　名
(路線・河川・地区名)

事　　業　　名
事業箇所

事業
採択
年度

　全体延長
(ｈａ・km)

全体事業費
(百万円)

事業期間

委員会
諮問時の
対応方針

委員会
の

意見等

事業主体
の

対応方針等

事業
所管課

平成２０年度　和歌山県公共事業再評価結果一覧表
別紙

19 七瀬川 和歌山市 H 6 １．６㎞ 8,400 H 6～H40 河川課

総合流域防災事業

20 吉原川 橋本市 S60 １．１㎞ 1,370 S60～H28 河川課

総合流域防災事業

21 桜谷川 かつらぎ町 S57 １．９㎞ 2,320 S57～H35 河川課

総合流域防災事業

22 山田川 湯浅町 S61 山田川２．５㎞ 4,160 S61～H30 河川課

総合流域防災事業 逆川０．５㎞

23 切目川 印南町 H12 ６．５㎞ 4,680 H12～H35 河川課

総合流域防災事業 (H 4) (H 4)

再々
評価

再々々
評価

再々々
評価

再々々
評価

社会情
勢等の
変化

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

妥当である。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

そのまま継続。

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。



5/6【県事業】

案件
番号

再評価
の

実施
理由

箇　　所　　名
(路線・河川・地区名)

事　　業　　名
事業箇所

事業
採択
年度

　全体延長
(ｈａ・km)

全体事業費
(百万円)

事業期間

委員会
諮問時の
対応方針

委員会
の

意見等

事業主体
の

対応方針等

事業
所管課

平成２０年度　和歌山県公共事業再評価結果一覧表
別紙

24 切目川 印南町 H 3 ２１９ha 15,900 H 3～H26 河川課

河川総合開発事業

25 東畑地区 海南市 H11 ２２．５ha 400 H11～H24 砂防課

地すべり対策事業

橋本市

26 紀の川 かつらぎ町 S54 ３，０８４ha 149,738 S54～H32 下水道課

流域下水道事業 九度山町

海南都市計画事業

32 重根 海南市 S61 ３５．１ha 6,418 S61～H23 住宅環境課

土地区画整理事業

防波堤４５０m

33 新宮港三輪崎地区 新宮市 H 6 岸壁(-11m)190m 17,063 H 6～H25 港湾整備課

港湾改良事業 岸壁(-7.5m)260m他

社会情
勢等の
変化

10年間
経過
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

そのまま
継続

妥当である。
ただし、事業の実施にあたっては、ダム建
設に伴う環境及び生態系への影響を最
小限に止めること、又、計画区域の住民
意見を最大限尊重し、必要な措置を講
じ実施すること。

妥当である。

妥当である。

妥当である。

そのまま継続。

そのまま継続。

引き続き環境及び生態系に配慮すると
ともに、計画区域の住民意見を尊重し
たうえで、事業を継続します。

そのまま継続。

再々
評価

そのまま
継続

妥当である。

再々々
評価

再々
評価

そのまま継続。

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。



6/6【県事業】

案件
番号

再評価
の

実施
理由

箇　　所　　名
(路線・河川・地区名)

事　　業　　名
事業箇所

事業
採択
年度

　全体延長
(ｈａ・km)

全体事業費
(百万円)

事業期間

委員会
諮問時の
対応方針

委員会
の

意見等

事業主体
の

対応方針等

事業
所管課

平成２０年度　和歌山県公共事業再評価結果一覧表
別紙

和歌山下津港

34 （臨港道路紀の川右岸線） 和歌山市 H11 １．２㎞ 4,700 H11～H22 港湾整備課

港湾改良事業

35 白浜海岸白浜地区 白浜町 S56 ０．６２㎞ 3,511 S56～H22 港湾整備課

白浜海岸環境整備事業

人工リーフ450m

36 田辺市扇ヶ浜 田辺市 H 5 養浜44,500㎡ 6,855 H 5～H30 港湾整備課

田辺漁港海岸環境整備事業 緩傾斜護岸445m他

再々
評価

10年間
経過
継続

再々々
評価

そのまま
継続

そのまま
継続

見直しの
上継続

妥当である。

妥当である。
ただし、事業の実施にあたっては、特にウ
ミガメの産卵実績を考慮し実施するこ
と。

妥当である。

そのまま継続。

ウミガメが産卵した要因を調査し、産卵
環境に配慮したうえで事業を継続する。

そのまま継続。

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。


